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国民年金保険料は納期限までに納めましょう

国民年金保険料（以下、年金保険料）の納付方法は口座振替や納付書での支払い、クレジットカードでの納付などが

あり、割引の制度もあります。

通常、毎月の年金保険料の納付期限は翌月末になっています。納付期限が過ぎても、納付期限から２年後の納付書の

使用期限までなら納付することができます。

しかし、納付が遅れていると万一、障害基礎・遺族基礎年金を受給しようとしたときに年金を受け取れない場合など

もあります。

また、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された納期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけで

なく、納付の義務がある人（被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主）の財産を差し押さえるこ

とがありますので、早めの納付をお願いします。

国民年金保険料の納付が困難な場合は、納付免除・猶予される制度がありますので、住民人権課へご相談ください。

問大垣年金事務所 �78―5166

住民人権課 �32―1104

�「同一労働 同一賃金に向けての特別相談窓口」の開設について�
岐阜労働局では、同一企業内における正社員と非正規社員との待遇差に関する相談を受け付けるとともに、短時間・

有期雇用労働法および同一労働同一賃金ガイドライン全般まで幅広く相談対応するため、「同一労働 同一賃金に向け

ての特別相談窓口」を開設しております。

日 時 ９時～16時30分（12時～13時を除く）

相談方法 来室または電話

問岐阜市金竜町５－13 岐阜地方合同庁舎４階 岐阜労働局 雇用環境・均等室 �058―245―1550


